
○
財
務
省
告
示
四
百
三
十
九
号

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
報
復
関
税
等

に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
八
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
原
産
地
と
す
る

玉
軸
受
等
に
つ
い
て
関
税
定
率
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
復
関
税
を
課
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
件
（
平
成
十

八
年
八
月
財
務
省
告
示
第
三
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
八
年
十
一
月
十
日

財
務
大
臣

尾
身

幸
次

第
二
号
の
表
そ
の
他
の
合
金
鋼
の
フ
ラ
ッ
ト
ロ
ー
ル
製
品
の
項
中
「
七
二
二
六
・
九
九
‐
〇
一
〇
」
を
「
七
二
二
六

・
九
九
‐
一
九
〇
」
に
改
め
、
同
号
の
表
フ
レ
キ
ソ
印
刷
機
の
項
中
「
八
四
四
三
・
三
〇
‐
〇
〇
〇
」
を
「
八
四
四
三

・
一
六
‐
〇
〇
〇
」
に
改
め
る
。


